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理
事
会
報
告

７
月
度
理
事
会
（
概
要
）

　

７
月
28
日
（
木
）
午
後
７
時
か
ら

　

理
事
30
名
の
出
席
で
２
０
１
６
年

度
：
第
10
回
理
事
会
が
同
仁
会
本
部

３
階
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

理
事
長
挨
拶
の
あ
と
、
専
務
よ
り

会
務
報
告
、
そ
の
他
友
の
会
活
動
等

の
報
告
を
出
席
理
事
全
員
が
承
認
し

ま
し
た
。

理
事
会
の
あ
り
方
検
討
委
員
会
の

報
告
及
び
医
療
法
改
正
に
伴
う

評
議
員
会
構
成
の
変
更
に
つ
い
て

　

第
１
回
同
仁
会
理
事
会
の
あ
り
方

検
討
会
の
報
告
を
受
け
、
ま
す
ま
す

厳
し
く
な
る
医
療
情
勢
の
も
と
理
事

会
機
能
の
強
化
が
求
め
ら
れ
る
事
、

議
論
出
来
る
規
模
の
構
成
が
望
ま
し

い
事
が
方
向
性
と
し
て
一
致
点
と
な

り
ま
し
た
。
同
時
に
、
理
事
体
制
の

変
更
に
あ
た
っ
て
は
歴
史
も
ふ
ま
え

丁
寧
な
対
応
を
す
す
め
る
事
も
確
認

さ
れ
ま
し
た
。
具
体
的
な
構
成
案
等

は
理
事
会
の
あ
り
方
検
討
委
員
会
で

検
討
を
す
す
め
て
い
き
ま
す
。
改
正

医
療
法
が
９
月
１
日
付
け
で
施
行
さ

れ
ま
す
。
そ
の
影
響
で
評
議
員
会
構

成
の
変
更
（
寄
付
行
為
の
一
部
変
更

の
為
）
が
必
要
と
な
り
９
月
に
評
議

員
会
を
開
催
す
る
旨
の
提
案
が
あ
り

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

歯
科
新
築
移
転
に
伴
う

新
た
な
歯
科
医
療
構
想
と

建
設
ま
つ
り
に
つ
い
て

　

来
年
５
月
の
新
築
移
転
に
あ
た

り
、
①
訪
問
歯
科
診
療
の
さ
ら
な
る

拡
充
②
困
難
な
人
に
寄
り
添
う
歯
科

医
療
を
め
ざ
す
な
ど
、
歯
科
診
の
２

０
２
０
年
ビ
ジ
ョ
ン
と
新
築
移
転
に

向
け
て
７
月
31
日
の
建
設
ま
つ
り
の

取
り
組
み
計
画
な
ど
が
報
告
さ
れ
承

認
さ
れ
ま
し
た
。

経
営
報
告

　

６
月
度
経
常
損
益
及
び
第
一
四
半

期
（
４
月
〜
６
月
）
結
果
の
総
括
の

報
告
が
行
わ
れ
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他

　

社
保
活
動
の
取
り
組
み
と
今
後
の

課
題
及
び
就
業
規
則
等
の
一
部
改
正

承
認
の
件

私たちと共に安全・安心の医療・介護をめざしませんか？私たちと共に安全・安心の医療・介護をめざしませんか？

求人・紹介求人・紹介 大募集！大募集！
調理師調理師（パートタイム）（パートタイム）

登録ヘルパー登録ヘルパー

条　件：有資格者
時　間：シフト制、１日７時間
勤務地：耳原総合病院
【問い合わせ・応募先】
社会医療法人同仁会　耳原総合病院
（食養科：堀内）電話：072-241-0501

応募資格： ヘルパー２級以上（60歳まで）初心者でも歓
迎します

勤 務 地：同仁会各ヘルパーステーション（堺市内）
【問い合わせ・応募先】
社会医療法人同仁会　介護保険事業部
（担当：地道）電話：072-244-7140　

ヘルパーをご紹介いただいた方には謝礼を進呈中！
詳しくはお問い合わせ下さい　　　　　　　　　　

社
会
情
勢
を
学
び

疾
病
を「
生
活
と
労
働
の
場
で
と
ら
え
る
」

視
点
を
育
て
る

Ｓ
Ｄ
Ｈ（
健
康
の
社
会
的
決
定
要
因
）っ
て
？

同
仁
会
グ
ル
ー
プ

２
０
１
６
年
度

制
度
教
育
ス
タ
ー
ト

　

同
仁
会
グ
ル
ー
プ
で
は
、
情
勢
や
民
医
連
方
針
を
学
ぶ
場
と

し
て
10
月
か
ら
２
月
ま
で
の
期
間
に
制
度
教
育
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
２
０
１
６
年
度
は
10
月
〜
２
月
の
期
間
で
20
回
開
催
を

予
定
し
て
お
り
、
今
回
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｈ
（
健
康
の
社
会
的
決
定
要

因
）
に
つ
い
て
学
習
し
ま
す
。

• 社会情勢を学び、「生活と
労働の場でとらえる」目と
構えを養い、日常活動につ
なげる。

• 「医療•介護活動の新しい
二つの柱」の具体化とし
て、医師を先頭にSDH（健
康の社会的決定要因）につ
いて学習する契機とする。

獲 得 目 標

　

私
た
ち
民
医
連
は
、「
疾
病
を
生

活
と
労
働
の
場
か
ら
と
ら
え
る
」
視

点
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。

　

「
健
康
権
」
に
つ
い
て
は
２
０
１

０
年
の
全
日
本
民
医
連
第
39
回
総
会

で
示
さ
れ
、
続
く
２
０
１
２
年
の
40

回
総
会
で
は
【
第
２
節　

民
医
連
の

医
療
活
動
の
新
た
な
発
展
の
た
め

に
】
の
中
で
、「
相
対
的
貧
困
が
６

人
に
１
人
、
相
次
ぐ
孤
立
死
な
ど
の

貧
困
と
格
差
の
広
が
り
は
、
多
く
の

人
々
の
生
存
、
生
活
と
健
康
を
脅
か

し
て
い
ま
す
。
朝
日
訴
訟
な
ど
を
通

じ
て
勝
ち
取
っ
た
憲
法
25
条
の
生
存

保
障
の
た
め
に
民
医
連
は
全
力
を
つ

く
す
と
と
も
に
、
人
々
の
健
康
を
脅

か
す
社
会
的
決
定
要
因
の
究
明
・
克

服
と
す
べ
て
の
人
々
の
健
康
権
保
障

の
実
践
・
運
動
を
重
ね
あ
わ
せ
て
い

き
ま
し
ょ
う
」
と
訴
え
て
い
ま
す
。

　

民
医
連
に
は
昔
か
ら
、
社
会
的
困

難
を
抱
え
た
人
た
ち
に
も
医
療
を
保

障
し
よ
う
と
奮
闘
し
て
き
た
歴
史
と

伝
統
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
姿
勢

は
「
一
部
の
（
変
わ
っ
た
？
）
医
療

機
関
の
し
て
い
る
こ
と
」
と
、
見
ら

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
状
況
は

変
わ
り
、
今
で
は
「
国
を
あ
げ
て
と

り
く
む
べ
き
こ
と
」
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
国
際
的

に
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
健
機
関
）
が

総
会
決
議
で
、
国
内
で
も
厚
生
労
働

省
が
、
２
０
１
２
年
に
策
定
し
た
第

２
次
「
健
康
日
本
21
」
に
「
健
康
格

差
の
縮
小
」
を
め
ざ
し
、
社
会
環
境

の
質
の
向
上
を
図
る
、
と
掲
げ
ま
し

た
。
政
府
の
調
査
報
告
で
も
、
こ
れ

ま
で
隠
さ
れ
て
き
た
所
得
階
層
と
健

康
と
の
関
連
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
報

じ
ら
れ
て
い
ま
す
。（
民
医
連
新
聞

　

２
０
１
６
年
４
月
18
日　

第
１
６

１
８
号
よ
り
抜
粋
）

　

人
々
の
健
康
を
脅
か
す
社
会
的
決

定
要
因
の
究
明
・
克
服
と
、
す
べ
て

の
人
々
の
健
康
権
保
障
の
実
践
は
、

私
た
ち
民
医
連
職
員
の
役
割
と
言
え

ま
す
。
今
年
度
の
制
度
教
育
で
は
、

次
の
獲
得
目
標
で
取
り
組
む
こ
と
を

決
め
ま
し
た
。
医
療
介
護
現
場
の
事

例
を
Ｓ
Ｄ
Ｈ
の
視
点
で
捉
え
る
グ
ル

ー
プ
ワ
ー
ク
も
行
い
ま
す
。
全
職
員

の
受
講
を
め
ざ
し
ま
す
。

か
り
や
す
く
、

早
く
死
亡
す
る

人
も
多
く
な
っ

て
い
ま
す
。
し

か
し
、
豊
か
な

国
の
中
で
も
、

収
入
の
高
低
で

差
が
あ
り
、
よ

り
低
い
ほ
ど
健

康
状
態
は
よ
く

あ
り
ま
せ
ん
。

決
定
し
て
い
る
の
は
政
治
的
、
社
会

的
、
経
済
的
要
因
で
も
あ
り
ま
す
。

　

生
ま
れ
つ
い
た
社
会
に
よ
っ
て
健

康
格
差
が
で
き
る
こ
と
は
、
本
人
の

責
任
で
は
な
く
、
社
会
が
引
き
起
こ

し
て
い
る
不
公
平
で
す
。
こ
の
よ
う

な
健
康
格
差
を
生
み
出
す
要
因
を

「
健
康
の
社
会
的
決
定
要
因
」
と
呼

び
ま
す
。

◇　
　
　

◇

　

社
会
経
済
要
因
、
な
か
で
も
貧
困

は
、
人
に
お
け
る
疾
病
と
死
亡
の
最

大
の
要
因
の
ひ
と
つ
で
す
。
貧
し
い

国
の
最
貧
困
層
で
は
、
病
気
に
も
か

　

健
康
の
社
会
的
決
定
要
因
と
は
、

人
々
の
健
康
状
態
を
規
定
す
る
経
済

的
、
社
会
的
条
件
の
こ
と
を
い
い
ま

す
。
20
世
紀
後
半
以
来
、
人
び
と
の

健
康
や
病
気
が
、
社
会
的
、
経
済

的
、
政
治
的
、
環
境
的
な
条
件
に
影

響
を
受
け
る
こ
と
が
広
く
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
研
究
が
す
す

ん
で
い
ま
す
。

　

健
康
状
態
の
差
は
、
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
や
環
境
、
保
健
医
療
の
違
い
に

よ
っ
て
起
こ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
を

デンマーク
OECD諸国の相対的貧困率比較（2000年代半ば）
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（％）（出所）2012年「子ども・若者白書」を基に編集部作成

社会的要因

不健康・疾病
ソーシャル
サポート

ストレス
労働

幼少期
失業薬物依存

食品
交通

社会的排除

社会格差

厚生労働省　
　「相対的貧困率」国民一人ひとりの所得を順番に並べ
て、ちょうど中間の額の人を定め、更にその額の半分に
満たない人が、全体でどれくらいいるかを示したもの。
６人に１人が貧困（114万円／年収）。


